
老朽危険空家除却促進事業 手続きの流れ 
佐伯市老朽危険空き家除却促進事業の補助金を受けるためには、次の手続きが必要です 

問い合わせ・相談 

補助金対象要件等確認 

空き家等の調査 

補助金交付申請書 
（補助金交付申請書及び関係書を提出） 

申請書類の審査 

審査結果の通知 
（補助金交付決定通知書を送付します） 

除却工事の着手 
（補助金交付決定通知後に着手してください） 

工事完了の報告 

（除却工事完了報告書及び関係書類を提出） 

報告書類の審査・現地確認 

補助金額の確定 
（補助金額確定通知書を送付します） 

調査結果通知 
（事前調査結果通知書を送付します） 

空き家等の事前調査申込 
（空き家等事前調査申込書及び関係書類を提出） 

補助金の請求 

補助金の支払い 
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